
本宮市では、学校運営協議会制度を活用した

｢地域とともにある学校｣づくり

を進めています。

電話：0243-24-5441（直通）（総務係）

Email kyouikusoumu@city.motomiya.lg.jp

〒969-1192

本宮市本宮字万世212番地

本宮市教育委員会 教育総務課



本宮市教育委員会

協議会の設置

委員の任命

協議会の適正な
運営を確保する
措置

福島県教育委員会

教職員の任用

（学校運営協議会の
意見を尊重）

複数校について

校長

保護者の代表・地域住民

学校運営の基本方針

学校運営・教育活動

説明

意見・承認

保護者・地域住民

意見情報提供の努力義務

学校運営に

関する意見

教職員の任用に

関する意見

（委員）

情報提供
支援活動

学校運営に資する活動を行う者など

① 校長が作成する学校運営の基本方針を承認する。

② 学校運営について、教育委員会又は校長に意見を述べることができる。

③ 教職員の任用に関して、教育委員会規則で定める事項について、

学校運営協議会の主な役割

教育委員会に意見を述べることができる。

学校運営

A小学校 B小学校

C中学校

協議会

一つの協議会の設置が可能

学校運営協議会は、保護者や地域住民等により構成され、地域と目標 や

協議します。

ビジョン を共有するとともに、学校運営やその運営に必要な支援に関して

コミュニティ・スクール は、学校運営協議会 が設置されている学校です。

令和４年度、本宮市ではすべての小中学校がコミュニティ・スクールとなります。

福島県では、（２４市町村）１７９の学校と幼稚園 が導入しています。※県立高

校６校

全国の学校のうち、 11,856校 （令和3年5月1日現在） 33.3％がコミュニティ・ス

クールを導入しています。



学校と関係団体の連携

学ぶ

つなぐ

生み出す

子どもの学びを豊かにする取組や、子どもの学びの姿から大人も学
ぶ。

コミュニティ・スクールの取り組みを通して、

人・時間・仕組み・組織などをつなげ
る。

地域の人から学ぶ

地域のよさを学ぶ

伝統文化の継承

学校と企業の連携

学校同士の連携

学校や地域の課題解決を通して、

新たな方法・新たな価値などを生み出す。

子どもたちの登下校の安全確保

子どもたちと向き合う時間の確
保

コミュニティ・スクールでめざす子ども・学校・地域
の姿

学校運営協議会熟議の様子

企業による出前授業
「職業人に聞く」の様
子

農業体験 雅楽体験

祭り太鼓体験



本宮まゆみ小学校の取り組み

本宮第一中学校の取り組み

ご協力いただける場合は、お住いの地区の学校又は学校支援地
域本部までご連絡ください。

本宮第二中学校区本宮第一中学校区 白沢中学校区

白沢中学校
TEL 0243-44-2009

本宮第二中学校
TEL 0243-33-3235

糠沢小学校
TEL 0243-44-2006

和田小学校
TEL 0243-44-2219

白岩小学校
TEL 0243-44-2005

本宮小学校
TEL 0243-33-2044

本宮第一中学校
TEL 0243-33-2249

本宮まゆみ小学校
TEL 0243-63-2205

岩根小学校
TEL 0243-39-2010

五百川小学校
TEL 0243-33-2461

本宮市学校支援地域本部（生涯学習センター・中央公民館内） TEL 0243-33-
2611

本宮第一中学校の第２学年では、例年企業等を訪問して職場体験を

行ってきましたが、本年度は１０社の企業が学校にお越しいただき、

出前授業をしていただきました。コロナ禍で様々な活動に制限がある

中、本宮青年会議所や多くの企業と連携し、職場体験を実施すること

ができました。生徒たちは例年より多くの職場を体験することができ、

大変貴重な経験を積むことができました。

コミュニティ・スクールとして、今後もさらに多くの団体や企業と

の連携を深めていきます。

本宮まゆみ小学校では、令和元年の台風１９号で甚大な被害を受けた地

域として、「自然災害からまゆみっ子を守るには」というテーマで熟議し

ました。熟議前半では「どんな防災力を身に付けさせるか」について、後

半では「防災力を身に付けさせるにはどんな取り組みが必要か」について

話し合いました。多くの意見があげられ、命を守るための正しい知識、自

ら判断し行動する力の必要性、地域と連携した自然災害への備えが必要で

あることを再確認し、次年度の取り組みに生かしていくことにしました。


